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明日から１０連休が始まります

入学式・始業式から３週間が経ちました。各学年・学級では、
学級委員・議員・委員会・係・当番等の組織が決まって、学校生
活が軌道に乗り始めました。明日の２７日（土）から１０連休が
始まります。生徒の皆さんは、新しい環境の中で過ごした３週間
が過ぎ、そろそろ疲れが出てくるころだと思います。特に１年生
の皆さんは、まだ十分に慣れていない中学校生活です。仮入部が
始まって、１０連休中に部活動がある人もいますが、十分に心と
体を休めてください。
さて、充実した楽しい１０連休にするためには、健康に過ごす

ことが大切です。また、学校生活のリズムをできるだけ崩さない
ことも大切です。夏休みに比べて短い休みですが、油断して生活
習慣を大きく崩すと、連休明けに学校生活のリズムをすぐに取り
戻せずに苦しい思いをします。暁中学校の生活の合言葉である「時
を守り、場を清め、礼を正す」「凡事徹底」を意識して、家庭でも
過ごせるとよいと思います。そして、一番大切なのは、「自分の命
は、自分で守る」を意識した行動を心がけることです。連休明け
に皆さんの元気な姿や顔を見られるように連休を過ごしてくださ
い。
保護者の皆様については、お子様が充実した楽しい連休を過ご

せるように、ご家庭でもご理解とご協力をしていただけると幸い
です。なお、裏面に愛知県が出しています「自転車安全利用五則
を守りましょう!」のリーフレットを載せましたので、お子様も含
めて一読をお願いいたします。

「平成」から「令和」へ ～今年はどうして１０連休に～

あと数日で「平成」が終わり、「令和」が始まります。今年１０
連休になるのは、今年限定の「国民の祝日」と関係あります。
今年限定の「国民の祝日」は、新天皇陛下の御即位をお祝いす

る「５月１日」です。祝日法という法律で、「その前日及び翌日が
『国民の祝日』である日は、休日とする」と定められています。
そのため、現在の天皇陛下が御退位する５月１日の前日である「４
月３０日」と翌日である「５月２日」も休日となりました。生徒
の皆さんは、５月１日が「国民の祝日」にならなければ、４月３
０日から５月２日までの３日間は、学校に登校する日だったのです。今年限定の「国民の祝日」は
もう１日あります。１０月２２日の「即位礼正殿の儀（そくいれいせいでんの儀が行われる日」で
す。１０連休明けの最初の登校日は、「令和元年５月７日」となります。３年生は、その１週間後
に修学旅行に出発しています。皇居がある東京で、どのようなお祝いムードを感じることができる
か楽しみです。

家庭訪問ありがとうございました
今週５日間の家庭訪問では、お忙しい中、お時間をいただき、

ありがとうございました。お子様の学校での様子をお伝えしな
がら、家庭での様子や学校への要望などをお聞きしました。今
後もご家庭と情報共有をしながら進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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